
令和８年５月１９日 
 
 
 

お 知 ら せ 
 
 

 
 

後楽園の初夏の風物詩～梅の実の収穫を行います～ 

 

  岡山後楽園では、園内梅林の梅の実を収穫します。収穫した梅は後楽園の梅製品「お

庭そだち」シリーズの原料として利用します。 

  なお、本件については、岡山中央署記者クラブにも本日発表します。 

 

記 

 

１ 概 要   

後楽園の梅林には約１００本の梅があり、毎年恒例の梅の実の収穫は、初夏の風物詩           

となっています。 

  また、収穫した梅の実を使って作る、後楽園オリジナル商品「お庭そだち」シリーズ 

の梅製品（梅酒、梅ジャム、梅酒の実）は、後楽園でしか手に入らないお土産品として

人気があり、園内の売店で販売しています。 

        

２ 収穫作業 

  ・日  時：令和８年６月２日（火）午前１０時～ 

               ３日（水）午前８時３０分～ 

               ※終了時間は作業状況によって異なります。 

  ・場  所：園内 梅林 

  ・梅の品種：白加賀
し ろ か が

・鶯宿
おうしゅく

 等 

  ・梅の実の用途：後楽園の梅製品「お庭そだち」の原材料として使用 

   

３ その他 

  雨天の場合は延期します。延期の決定及び延期後の日程については、下記の日時に決

定し、公式ホームページでもお知らせします。 

  ・２日の作業の延期・・・２日午前８時までに決定。 

  ・３日の作業の延期・・・２日午後４時までに決定。 

  ※なお、本件については集客行事ではありません。 
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